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第 429・440 次
東方官衙地区の調査

　第二次大極殿院、東区朝堂院、東区朝集殿院の東側に
位置する東方官衙地区について、2006 年度から４回にわ
たる発掘調査の計画を立てた。第 429 次調査は本計画の
第２回目となる。調査区南部で遺物を多量に含む土坑を
検出したが、土坑の西半が調査区外に広がるため、土坑
の全容を明らかにする目的で第 440 次調査を実施した。
　第 429 次調査は幅６ｍの調査区を南北 96 ｍ、東西
129 ｍ設定し（以下南北調査区、東西調査区と略記する）、発
掘面積は 1314㎡、2008 年１月 11 日より開始し、同年５
月７日に終了した。第 440 次調査は第 429 次調査との重
複部分をふくめて南北 15 ｍ、東西 17 ｍの調査区を設定
し、発掘面積は 255㎡である（図 154）。2008 年 11 月 19
日に開始し、2009 年２月６日に終了した。

　本調査の北側では第 406 次調査が実施されている。こ
の調査では、官衙区画を２つ確認した。東側の官衙区画
A では区画の東西を限る築地塀を検出し、東西幅は約 51
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ｍ（170 尺）とした。区画内には礎石建ち建物を３基検出
している。西側の官衙区画 B では区画の築地塀は確認で
きなかったものの、官衙区画 Aと同様、礎石建ち建物を
検出している。また、北から流れる基幹排水路 SD3410
と SD2700 はさらに南流することが明らかになった�

（「東方官衙地区の調査－第 406・429 次」『紀要 2008』）。
　本調査では、第 406 次調査と同様に官衙区画が展開す
るのかどうか、さらに、２本の基幹排水路の構造や南方
への延長部分の有無を確認することが課題となった。

　本調査区は東区朝堂院が位置する尾根筋と東院地区の
尾根筋に挟まれた谷間にあたる。北と西が高く、東と南
に向かって低くなる。南北調査区の北端と南端の遺構面
の比高は約１ｍ、東西調査区の比高は約 1.7 ｍある。
　南北調査区の基本層序は表土、耕作土、床土、遺物包
含層、整地層、地山の順である。遺物包含層は礫を多く
含む粗砂土で土器や瓦の細片が多い。調査区北半の整地
層は礫を含む黄褐色の粗砂土で瓦片などがみられるが、
南半は粘性のある明黄褐色の細砂土にかわる。整地層の
下は地山で、北から順に黄褐色砂礫土、明黄褐色のシル
ト、黒色の細砂土に変化する。東西調査区は表土から床
土までは非常に薄い。西半の整地層は礫を含む黄褐色粗
砂土、東半は粘性のある明黄褐色細砂土となる。西半の
地山は灰褐色のシルトで、東半は黒色の細砂土である。

　東西調査区の東端では基幹排水路 SD3410、同区中央
では基幹排水路 SD2700 を確認した。この２条の排水路
にはさまれた場所には掘立柱建物がまとまって検出され
た。この範囲を東区画とする。SD2700 の西側には礎石
建物が２棟検出され、区画施設の存在を示唆する雨落溝
も検出されている。この範囲を西区画とする。以下では
区画外の遺構と東西２つの区画とにわけて叙述する。
　　区画外の遺構　
SD3410　南北方向の宮内基幹排水路で、東西調査区東
端で西岸を検出した（図 157・161）。岸沿いには径５cm
ほどの木杭を打ち込んだ護岸施設があった。木杭列から
東へ約３ｍ分を検出しているが、溝の東岸は調査区外に
あるため溝幅は不明である。図 154　第 429・440 次調査区位置図　1：4000
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SD2700　東西調査区の中央に位置する。南北方向の基
幹排水路である。３度の改修があった（図 155・159）。当
初の溝Ⅰは両岸に径 10cm 前後の木杭の護岸を設け、東
岸の底部近くにはさらに、30cm 前後の間隔で木杭を打
ち込んでいる。西岸底部には木杭列はみとめられなかっ
た。東岸の２つの杭列の距離は約 50cm、杭の打ち込み
面の比高は約 30cm である。堆積層の下半は砂層で土器
片は少なく、少量の木簡と木質遺物が含まれていた。溝
幅は護岸杭の心心距離で約 2.8 ｍ、深さは 50cm 以上あ
る。その後、木杭の頂部が壊され、その上に滞水を示す
シルトが堆積していた。このシルト層からは大きな瓦の
破片が多数出土した。この上に、褐色の砂礫が堆積する
Ⅱの時期がある。褐色の砂礫層には土器や瓦などの遺物
が多く含まれていた。この時期の溝幅は 3.5 ｍ以上、深
さは 40cm ある。Ⅲの時期はⅡの堆積層を掘り込み、東
側に溝幅を拡張している。この時期の溝幅は最大 3.8 ｍ
で、深さは 40cm、護岸施設はみとめられない。礫を主
体とする堆積層からは多量の土器や瓦が出土した。
SD19193　南北調査区の南端に位置する（図 156）。東西
方向の溝で、幅は約４ｍ、深さは 40cm である。堆積層
は最下層が薄いシルト層、中間には細砂層があり、この
下半には木質遺物が多く、上半では土器片が目立つ。上
層は土器片や炭が多い。東西の勾配はほとんどなく、埋
土の堆積状況からみても水が流れた痕跡は明瞭ではな
い。また、この溝の底部には柱穴らしき４基の穴と木簡
をともなう土坑を１基検出した。
SD19194　東西方向の溝で SD19193 の南岸を壊してい
る。幅は約１ｍ、深さは 20cm、粘性の強い細砂とシル
トの混合土の堆積層からは瓦片が出土した（図 156）。
SB19187　東西調査区の西端に位置する。４基の柱穴か
らなる掘立柱建物で、調査区外に展開すると思われる。
柱穴は西区画のSD19186に壊されている。柱穴は１辺1.3
ｍ前後の方形で、深さは 70cm ほどである。柱間寸法は
約３ｍ（10 尺）である。

　　東 区 画　
　区画施設そのものの遺構は検出されていないが、東西
を２つの基幹排水路に挟まれた範囲には掘立柱建物がま
とまって検出された。SD2700の東側には南北方向の溝が
検出され、これが区画施設にともなう雨落溝の可能性が
高い。したがって、この範囲に区画を想定した（図 157）。
SB19177　後述する SK19190 の底部で検出し、柱穴は整
地面の下から掘り込んでいる（図 158）。東西棟の建物で
桁行は２間以上、梁行は２間で西に展開する。柱間寸法
は 2.4 ｍ（８尺）である。柱根が残存していた。
SA19178　南北方向の柱列で４間以上。柱穴は整地面の
下から掘り込まれ、柱間寸法は 2.4 ｍ（８尺）である。
SB19165　南北調査区の北端に位置する。東西棟の掘立
柱建物で柱穴を４基検出した。調査区の東西に展開する。
柱穴掘方は１辺 1.5 ｍ前後の方形で抜取穴がある。西北
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図 155　SD2700 北壁断面図　1：40

図 156　SD19193・19194 完掘状況（東から）
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図 158　第 440 次調査遺構平面図　1：200

図 160　SD19184・19185・19186 検出状況（東から）図 159　SD2700 完掘状況（北東から）
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図 161　第 429 次東西調査区全景（東から）

図 162　SK19190 完掘状況（北東から）

図 157　第 429・440 次調査遺構平面図　1：400
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の柱穴の深さは検出面から 90cm、柱間寸法は桁行、梁
行とも約３ｍ（10 尺）である。
SB19166　掘立柱建物で、調査区の東に展開するとおも
われる。柱穴は径 80cm 前後の不整形で、南東の柱穴で
は径 20cm ほどの川原石が多数出土した。柱間寸法は桁
行、梁行ともに約３ｍ（10 尺）である。
SB19167　４基の柱穴からなる掘立柱建物である。うち
３基の柱穴には柱根がのこり、柱間寸法は桁行、梁行と
も約 2.7 ｍ（９尺）である。
SB19168　南北に並ぶ柱穴を９間分検出した。北から南
に向かってやや東に振れている。柱穴掘方は１辺 1.5 ｍ
ほどの方形で、深さは 90cm であった。検出した 10 基の
柱穴のうち５基で柱根が残存していた。柱間寸法は約３
ｍ（10 尺）である。この配列から、南北棟の掘立柱建物
で調査区の東側に展開すると考える。
SA19169　東西方向の掘立柱列で２基の柱穴を検出した。
SB19170　南北７間、東西２間の南北棟で総柱の掘立柱
建物。柱間寸法は桁行、梁行ともに約３ｍ（10尺）である。
SB19171　東西にならぶ４基の柱穴を検出した。柱穴は
１辺 1.4 ｍ前後の方形で、柱間寸法は約３ｍ （10 尺 ） で
ある。調査区の北に展開する掘立柱建物であろう。
SB19172　東西にならぶ４基の柱穴からなる。柱穴は
１辺 1.3 ｍ前後の方形で、柱間寸法は約３ｍ （10 尺 ）。
SB19171 を壊しており、北に展開する掘立柱建物になる。
SB19173　７基の柱穴を検出した。梁行２間に東廂がつ
く南北棟の掘立柱建物で、調査区の南へ展開する。一部
の柱穴には柱根がのこる。桁行の柱間寸法は約 2.5 ｍ、
梁行の柱間寸法は身舎が約 2.5 ｍ、廂は約 2.9 ｍである。
SA19174　東西方向の柱列で９間分を検出した。柱間寸
法は西から５間目までは約３ｍ、６間目は約４ｍ、７間
目は約３ｍ、８間目、９間目は約2.7ｍと東半が揃わない。
SB19176　身舎２間に北廂がつく東西棟の建物である

（図 158）。桁行は５間以上で柱間寸法は約３ｍ（10 尺）、
梁行の柱間寸法は約３ｍ（10尺）ある。柱穴掘方は１辺1.5
ｍ前後の方形で、深さは 1.1 ｍ。廂の柱穴底部より礎板
が出土した（図 170・171）。この建物の柱穴は SK19189、
SK19190 によって破壊されている。

SX19195　第 440 次調査区の西辺にあり、凝灰岩切石組
みの溝である。溝は東西方向で、東端に切石の据付掘方
を確認したため、これより西に展開する。東西長 67cm を
検出し、溝幅は 52cm で、側石の間に底石を嵌め込む構
造である。側石の東西長は 47.9cm、厚さ 13.2cm、縦方向
の長さは 30cm 以上ある。底石は長さ 45.0cm、幅 29.0cm、
厚さは 10cm 以上ある。溝内には砂が堆積していた。
SX19196　SK19190 の底部で確認された穴で、中から
は大量の籌木が出土した（図 164・169）。穴は長径 60cm、
短径 50cm ほど、深さは約 20cm ある。埋土は黒褐色の細
砂か粗砂で、埋土内には粘質の小さな固まりがいくつか
みられた。籌木は穴の輪郭に近いところに集中してい
た。５本から 15 本ほどの籌木がまとまって１つの単位
を構成しており、こうした単位が５つある。また、ウリ
の種もいくつか集中して出土している。こうした状況か
ら人糞が溜まっていた穴であり、糞溜めか便所の遺構と
考えられる。同様の穴を SK19190 の底部にさらに４基、
SK19189 の南壁に１基検出している。穴の配列に規則
性はないが、比較的まとまっている。これらの穴の掘り
込み面は SK19189 や SK19190 によって壊されており、
本来はかなり深い穴であったと考える。
SD19197　SD2700 の東側に位置し、幅約１ｍ、深さは
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図 163　SK19189 東西方向の断面図北壁面　１：40

図 164　SX19196 の平面図・断面図　1：10
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20cm 前後である。溝内には細砂土が堆積し、瓦が散布
していた。東区画の区画施設にともなう雨落溝と考える。
SK19190　廃棄土坑 SK19189 によって北半が壊されてい
る（図 158）。残存する土坑の規模は東西約 9 ｍ、南北約
6 ｍの不整形、深さは 20 ～ 45cm ほどである。埋土から
は多量の須恵器、土師器、瓦と少量の木片などが出土し
た。SK19189 と同様、廃棄土坑であろう。
SK19189　南北調査区南部で東半部を検出し、第 440 次
で西側に調査区を拡張して土坑全体を検出した。木屑を
主体とする廃棄物の土坑である。東西約 11 ｍ、南北約
７ｍの不整形で、深さは約１ｍである。土坑検出時には
土坑輪郭の内側にそって炭を多く含む土がみえた。
　土坑の堆積状況をみると、下からⅠ木屑層、Ⅱ粘性の
強いシルトと細砂の混合層、Ⅲ礫と粗砂の混合層、Ⅳ粗
砂の順に堆積していることがわかる（図 163）。
　Ⅰは大きく３つの単位に分けることができる。もっと
も古い第１単位は土坑の西半にひろがり、上方には炭を
多量に含んだ層がひろがる。第２単位は第１単位の東側
に堆積している。第 1 単位との間にはシルトの間層があ
り、その上に木屑層が堆積している。もっとも新しい第
３単位は第２単位の東側に堆積し、土坑の東端までひろ
がる。第２単位との間にもシルトの間層がみとめられた。
上方には炭を多く含む層がひろがっていた。
　以上の堆積状況から、Ⅰの木屑層は２度の拡張を経て
いると考えられる。木屑層は当初、土坑の西寄りの穴に
投棄されたが、新しい木屑を投棄するたびに穴を東へ拡
張したと考えられる。炭を主体とする層は、木屑の廃棄
後に火をつけて燃やした痕であろう。
　Ⅱには自然木の堆積がみられ、木質遺物も少量出土し
ている。Ⅲの堆積層には土器片や瓦片が多く、木質遺物
は極少ない。ⅡとⅢは土坑内のくぼみに形成された堆積
で、出土遺物は段階的に投棄されたものであろう。最上
層のⅣは非常に締まりのある褐色土で土坑上面全体にひ
ろがっており、整地層と考えられる。これは掘立柱建物
SB19175 の建設にともなう整地の可能性がある。
SK19191・SK19192　SK19189、SK19190 の西側に位置し、
調査区の西側に展開する。いずれの土坑も幅 30cm 前後の

溝状部分が東にのび、SK19189 を壊している。溝状部分
からは土師器や須恵器が出土した。２つの土坑は平面検
出時に穴の輪郭にそって土器の細片や木質をふくむ炭層
が確認された。土坑内には多量の土器や瓦のほかに木質
遺物を包含していると予想し、検出状態でとどめた。
SB19175　４間四方の掘立柱建物で柱間寸法は 2.4 ｍ
～３ｍ。柱穴の深さは 60 ～ 80cm。SK19189・19190・
19191・19192 の埋土を掘り込んで建てられている。
　　西 区 画　
SB19179　東西５間、南北２間以上の総柱礎石建ち建物
である（図 157）。礎石はほとんど抜き取られているが、
現存する礎石はすべて花崗岩の自然石である。柱間寸法
は桁行約 3.6 ｍ（12 尺）、梁行は約３ｍ（10 尺）である。
柱の配列からおそらく桁行５間、梁行４間の東西棟建物
になるだろう。この建物にともなう基壇はない。この
建物の東西には素掘りの雨落溝が検出された。東雨落溝
SD19181 は最大幅 80cm、深さ約 10cm で、細砂が堆積し、
多くの瓦片が出土した。西雨落溝 SD19182 の最大幅は
約 1.6 ｍ、深さは 20cm 以上ある。細砂が堆積し多量の
瓦が散布している。
SB19180　SB19179 と同じ構造をもつ総柱の礎石建ち
建物で、柱間寸法も一致する。この建物の東雨落溝
SD19183 は最大幅 1.6 ｍ、深さ 20cm 以上、西雨落溝
SD19184 は最大幅 70cm で深さ 13cm である。溝には瓦
が散布していた。
SA19198　礎石建ち建物 SB19179 の東側に位置する南北
方向の礎石列である。礎石は安山岩の自然石で、原位置
を保っている。礎石間の柱間寸法は約３ｍ（10尺）である。
この礎石列は SB19179 の柱筋とは一致しない。
SD19185・SD19186　SD19185 は SB19180 の西側に位置
し、幅 60cm、深さ 20cm 以上。SD19186 は SD19185 の西
側にあり、最大幅 1.1 ｍ、深さは 20cm（図 160）。２条の
溝は細砂が堆積し、瓦片が多く含まれていた。この間に
は西区画の西限を画する築地塀があったと推測する。
SK19188　長径 3.3 ｍ、短径 2.5 ｍの不整形で、深さは
20cm ある。SB19180 の西雨落溝 SD19184 を壊している。
完形の壺Ｇのほか、瓦磚類が多く出土した。�（今井晃樹）
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土器・土製品　SD2700、SD19193 および SK19189・SK19190
からまとまって出土した。これらは東方官衙地区の一画
を占めた官衙で用いられた土器群と考えられ、平城宮内
における土器使用の実態を考えるうえでも重要な資料で
ある。これらの遺構から出土した土器群は、土師器の杯
皿椀類が多い反面、須恵器が少なく、転用硯が目立つ傾
向は共通している。その他、ＳＤ 2700 からは奈良二彩
の盤Ｂ、土錘などが出土した。
　SK19189・SK19190 は重複関係にあるが、現在の整理
段階で内容に大きな差異は認められないため、まとめて
報告する。おもに土師器供膳具の調整手法と法量から奈
良時代後半前葉の様相を呈し、共伴する木簡の年代から
も平城宮土器Ⅳの指標となりうる資料である（図 165）。
　土師器には杯Ａ・Ｃ、皿Ａ、椀Ａ、高杯、盤、甕があ
る。杯皿類に対して、高杯や盤など大型の供膳具および
煮炊具が非常に少ない。供膳具には精良な胎土のⅠ群と
砂粒を多く含むⅡ群がある。Ⅰ群の杯Ａは b 手法 （2・3）

が主体的で、a 手法 （1） も存在する。Ⅱ群の杯Ａ （10）は
器高が高く、c 手法で成形し、外面全体にミガキを施す。
10 は底部内面に「水垸」と針書きがあり、口縁端部に
漆が付着する。杯Ｃは杯Ａより個体数が多く、Ⅰ群はａ

手法 （4） よりもｂ手法 （5・6） が多い。ｃ手法で成形する
Ⅱ群の杯Ｃ （7） も一定量存在する。Ⅰ群の皿Ａはいずれ
もｂ手法。底部から口縁部の中位まで削るもの （8） と、
底部のみを削るもの （9） がある。Ⅱ群は c 手法で成形す
る。杯Ｂは少ない。(10) は小型で口縁部外面に丁寧にミ
ガキ調整を施す。口縁端部の内外面に油煙の痕跡を残
す。椀Ａはいずれも口径 13cm 前後が中心である。Ⅰ群
もⅡ群もｃ3手法（11）が主体的である。ケズリを施さず、
指頭圧痕を残すもの （12） やケズリを施さず、粗いミガ
キを施すもの （13）が少数存在するが、胎土はⅠ・Ⅱ群
の範疇では捉えがたい。なお、この遺構からは椀Ｃの出
土は確認していない。
　須恵器の器種は杯Ａ（15）、杯Ｂ（22−24）、杯Ｂ蓋（17−21）、
杯Ｃ（16）、鉢Ａ、壺Ｅ（25）、壺Ｇ、壺蓋、甕Ａ・Ｃがある。杯Ｂ、
杯Ｂ蓋の多くに墨痕（19・21）や灯芯（23）の痕跡が残る。壺
Ｅ（25）は完形だが、底部内面の下方に墨痕が残り、墨壺と
して利用していたことがわかる。甕の体部片は平城宮出土
状況に比べると少なく、転用硯の比率が高い。
　墨書土器も出土した。須恵器杯Ｂ蓋の外面に放射状に
８行にわたって「相知」と記したものや、「千瘡万病膏」、

「春宮水」、「盛十月三日」、「侍」を記したもの、このほか、
蹄脚円面硯、圏足円面硯や漆器を模した黒色土器に類す
る高杯の脚部も出土した。� （神野　恵）

図 165  SK19189・19190 出土土器（2～ 6：SK19190　その他：SK19189）　1：4　（10 の拓本のみ 1：３）

５　出土遺物
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図 166　第 429・440 次調査出土瓦　１：4（鬼瓦は 1：8）

瓦磚類　SK19189 から出土した軒瓦を図 166 にしめし
た。奈良時代前半期の軒瓦では 6012B と 6572A、6291A
と 6681C の組合せが目立つ。後半期の瓦では 6282G と
6721、6133K と 6682A、6151A と 6760A などの組合せ
がある。6133P は宝亀年間の製作でこの土坑ではもっと
も新しい瓦である。SK19190 では 6133K と 6682A の組

合せが多い。また、この土坑からは唐草文鬼瓦が出土し
ている。この鬼瓦は第 406 次調査区や、第 22 次南調査
区からも出土している。この一帯の官衙に特有の鬼瓦の
可能性がある。SK19188 からは唐草を飾った鬼瓦片が
出土している。複数の鳳凰文鬼瓦の細片が共伴している
ことから、この破片も鳳凰文鬼瓦の一部と考えられる。
　第 429 次調査区の範囲からは上記の組合せ以外に、
6135A と 6688A、6225A と 6663C のセットがある。第
406 次調査と似た組み合わせである。� （今井）

表 22　第 429 次調査出土瓦磚類集計表
軒丸瓦 軒平瓦 道具瓦

型 式 種 点数 型 式 種 点数 種 類 点数
6012 B 1 6572 A 2 鬼瓦（唐草） 5
6075 A 1 6628 A 1 鬼瓦（鳳凰） 14
6133 Ka 1 6641 E 1 鬼瓦（VB） 1

K 2 F 1 面戸瓦 3
6135 A 4 6663 A 1 熨斗瓦 3

Ba 1 C 5 その他 6
? 4 6664 D 1

6140 A 1 6671 B 1
6143 A 1 6681 B 1
6144 A 6 C 5
6225 A 3 E 1

C 2 ? 4
? 2 6682 A 2

6282 G 5 ? 2
? 3 6685 A 4

6284 C 2 B 1
Eb 2 ? 2
E 1 6688 Ab 2

6291 Aa 1 A 2
A 4 6691 A 1
? 2 6694 A 5

6301 B 2 6721 C 2
6304 A 1 D 1

B 3 G 2
? 1 ? 7

6311 Ba 1 6760 A 1
B 1 中世 1
E? 1 型式不明 20

6313 ? 1
型式不明 45

軒丸瓦計 105 軒平瓦計 79 道具瓦計 32
丸 瓦 平 瓦 磚 凝灰岩 レンガ

重 量 727.2kg 2953.7kg 76.7kg 48.4kg 0.4㎏
点 数 8023 38113 125 55 1

表 23　第 440 次調査出土瓦磚類集計表
軒丸瓦 軒平瓦 道具瓦
型 式 種 点数 型 式 種 点数 種 類 点数
6012 B 2 6572 A 3
6075 A 1 D 1
6131 A 1 6664 F 2
6133 Ka 7 6667 A 1

Kb 1 C 1
K 3 6681 C 3
P 1 E 1
? 1 6682 A 8

6135 A 1 6685 A 2
6144 A 2 6691 A 1
6151 Ab 1 6721 Gb 1
6225 L 1 6760 A 3
6282 G 3 型式不明 4
6284 ? 1
6285 Ba 1
6291 Aa 1

A 3
6304 A 2

B 1
6308 Ｎ 1
6311 Ba 2
型式不明 5

軒丸瓦計 42 軒平瓦計 31 道具瓦計 0
丸 瓦 平 瓦 磚 凝灰岩

重 量 484.4㎏ 1166.8㎏ 13.3㎏ 39.4㎏
点 数 4868 15148 40 79
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木製品　木製品の大部分は SK19189 の木屑層から出土
した（図 169）。主な木製品は檜扇、杓子、容器、部材、
網代、籌木、用途不明品である。
　檜扇は束の状態で 12 個体出土し、このうち 7 個体
を図示した（図 167・168）。すべて木屑層からの出土で、
30cm 程度の大型品と 20cm 以下の小型品がある。１は長
さ 29.6cm、幅 3.5cm、厚さ 0.32cm。3 枚の骨が重なり、
各骨には上端近くの縁辺につがり穴が 2 ヶ所開けられて
いる。表面には池、許曽部、家、庭、年の墨書が、裏面
には池、庭の墨書がみられる。２は長さ30.4cm、幅5.5cm、
厚さ 1.9cm。7 枚の骨が重なる。要の紐も一部残存する。
各骨には上端近くにつがり穴が 2 ヶ所開けられ、折り
畳んだ状態で綴紐も僅かに残存する。３は長さ 24.2cm、
幅 3.5cm、厚さ 1cm。7 枚の骨が重なる。表面に麻呂、
廣などの墨書がみられる。上端部の焦げ跡より、閉じた
状態で焼却されたことが分かる。４は長さ 12.1cm、幅
3.1cm、厚さ 0.3cm。7 枚の骨が重なる。要には紐が通り
表面にのみ結び目が残る。上半部は折損している。５は
長さ 11.6cm、幅 3.5cm、厚さ 0.6cm。要には紐が通り、
6 枚の骨が残存する。上半部は折損している。６は長さ
17.8cm、幅 4.4cm、厚さ 0.8cm。6 枚の骨が重なるが 4
枚目が要から外れている。要には木釘が通る。各骨には
上端の中央近くにつがり穴が 2 ヶ所開きその上の両側縁
に刻みが入る。７は長さ 14.4cm、幅 3.4cm、厚さ 1.5cm。
7 枚の骨が重なる。上半部は折損している。要には紐が

通り、表裏ともに結び目が残るため骨の脱落はない。
　杓子は 11 点出土した。８は長さ 38cm、幅 5.9cm、厚
さ 0.7cm。周縁は面取りされ、尖端付近の稜線は摩滅し
ている。９は雲形定規。長さ34.9cm、幅7.5cm、厚さ0.8cm。
右側縁と先端の裏面側の面取り加工からもとは杓子とみ
られ、それを縦割したものを素材とし上部の縁辺に曲線
が削り出されている。表面には円弧や直線の毛引き線が
みられるが、これは曲線の屈曲点を割り出すためと考え
られる。10 は用途不明品。長さ 22.3cm、幅 14.9cm、厚
さ0.6cm。縦軸の中央よりやや上方に切り込みを入れて、
横軸が挿し込まれ十字形に組み合う。さらに縦軸は尖端
方向から刃物で削られ二股に割かれる。11 はサイコロ。
長さ 4.9cm、幅 4.9cm、厚さ 5.5cm。一辺 4.9cm の角材
の端を切り落としたもので各面に 1 ～６の目が彫り込ま
れる。対向する面の目の和が７にならない。12 はほぞ
穴のある部材。長さ 10.2cm、幅 6.9cm、厚さ 2.2cm。下
部は厚みがある。13 は網代。長さ 20.9cm、幅 14.1cm。
小型の籠の一部。下部に籠の底部が、上部に口縁がみら
れる。14 ～ 16 は籌木。SX19196 から 97 点の籌木が出
土したが墨痕のあるものは１点で割合は小さい。14 は
長さ 21.3cm、幅 0.5cm、厚さ 0.4cm。15 は長さ 21.3cm、
幅 0.7cm、厚さ 0.5cm。16 は長さ 22.9cm、幅 0.7cm、厚
さ 0.6cm。いずれも完形で断面は長方形。この土坑の籌
木は完形品の長さが 21 ～ 23cm にまとまる。�（国武貞克）

図 168　SK19189 出土の檜扇 ２図 167　SK19189 出土の檜扇 １
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図 169　SK19189 出土木製品　1：4



138 奈文研紀要 2009

木 簡　SK19189 からは多量の木簡が出土した。現場で
取り上げた木簡は約 200 点だが、削屑を多数含むコンテ
ナ約 2800 箱分の土（木屑）の洗浄を進めており、最終的
には数万点を超え、宮内最大規模の木簡群になる見込み
である。保存状況も良好で、事例が少ない紐の残る付札
が数点確認されている（14・27・28 など）。
　年紀のあるものは 770 年代初頭に集中する。子年の宝
亀 3 年とみられる「子十二月」と見える木簡もあり、宝
亀 2、3 年 （771、772） が木簡群の時期の目安になろう。6
は木屑層ではなく、最終的に土坑を埋めた整地土の遺物
で、「宝亀」8 年とすれば、土坑の跡地にも建物が建て
られた時期を示すとみられる。
　内容は広く衛府に関わるものが多い。少尉、大志、少
志、将監、府生、番長、兵衛、中衛、近衛、衛士などが
確認され、衛府の兵士の管理に関わるものと、警備や舗
設など多岐にわたるその業務に関わるものが含まれてい
る。削屑には人名由来のものが多く、特に下級官人氏族
名が目立つ。租税の荷札が極端に少ない一方、簡略な書

式の物品付札が多数あり、また習書木簡の多さも顕著で
ある。
  1・2 は本来一体の端正な筆致の太政官奏の断片である。
二次的に切断されている。5 の内厩寮は近衛府と関係が
深い。10 の東宮は、9 の西宮（中央区Ⅱ期〈称徳の内裏〉）

との対比からみると、東区内裏の可能性もある。丈部人
根は二条大路木簡に見える藤原麻呂の資人の後身か。11
は駅鈴の警備担当簿か。時刻ごとに交替している。12
の南東門は初見である。13 は宝亀 2 年 7 月まで使用し
た題籤であろう。19・20 は産地＋品目の事例。24 の単
位「切」は木簡では初見、26 の葦魚も初見である。イ
ワシの仲間エツか。
　宝亀 3 年 2 月16日、内竪省と外衛府が廃され、その舎
人が近衛・中衛・左右兵衛府に分配されている（『続日本紀』

同月丁卯条）。今回の木簡群は、この衛府の改編に伴う建て
替えの際に、造営のゴミとともに廃棄された遺物の可能性
が考えられる。1・2 の太政官奏はまさにこの兵士の所属
替えに関わる可能性があろう。�  （渡辺晃宏）
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出土部材　SB19176 北廂柱より礎板が出土した（図 170）。
柱状材を半裁したもので、割面を下にして据えられてい
た。長さ 735mm、幅 230mm、厚さ 150mm、樹種はヒ
ノキである。部材中に残存する最も新しい年輪の年代は
588 年であった。表面および木口面に工具による加工痕
を残す。表面はチョウナはつり。上木口面はノミとチョ
ウナの刃痕があり、木取りの墨線が残る（図 171）。墨線は、
樹芯付近で直交する２本の直線、その交点を中心とした
円、円に接して書かれた八角形の直線である。円の直径
は 142mm。下木口面はノコで切断する。裏面の割肌の
状況より、この木材は枝の多い立木の上方の部分で、墨
線のある上木口面側が木末であることがわかる。
　以上より、この木材が礎板に使用された過程を推測す
る。まず、伐採した木を丸太の状態にし、径の細い木末
の木口に木取りの墨線を描き、チョウナで表面をはつり
断面八角形の柱材を作る。その後、必要な長さを木元よ
り取りノコで切断し丸柱に加工する。礎板として使われ
たのは、その際に生じた端材の部分と考えられる。
　なお、部材の表面には掘立柱のアタリ痕跡などは確認
できなかった。� （大林　潤）

区画の規模　本調査では築地塀や掘立柱塀などの明確な
区画施設は確認できなかったものの、建物のまとまりや
区画施設にともなうと考えられる遺構の存在から、東西
にならぶ２つの官衙区画を想定した。
　西区画の西辺には並行する２つの溝、SD19185 と
SD19186 があり、これらを築地塀にともなう雨落溝と仮
定して西区画の規模を推測してみたい。西区画には東西
にならぶ総柱の礎石建ち建物があり、規模や構造はまっ
たく同一である。この建物の東には SD2700 がとおるた
め、さらに建物を建てる余地はない。したがって、西区
画の東限は SB19179 と SD2700 の間にあるはずである。
そこで、西区画西辺の２本の雨落溝の中央に築地塀の芯
を想定し、２棟の礎石建ち建物 SB19179 と SB19180 の
の心心間の距離の２分の１を西区画の中軸の位置とする
と、西面築地塀と中軸の心心間の距離は 26.6 ｍで、こ
れを倍した 53.2 ｍ（180 尺）が西区画の東西幅となる。
　東区画については区画の東西を示す遺構に恵まれず詳
細は不明だが、西区画と同様、東西 180 尺の区画として
も、SD3410 と SD2700 の間に十分におさまる。東西２
つの区画は同規模で設計されたと考えたいが、この想定
だと東区画の北に位置する第 406 次調査の官衙区画 A
の東西幅約 51 ｍとは一致しない。今後の発掘調査に期
待したい。
２つの区画の性格　上述のように、東西にならぶ２つの
区画の東西幅はほぼ同規模と考えられるが、区画内の建
物の様相は大きく異なっている。東区画は複数の掘立柱
建物が建てられ、建て替えもおこなわれていた。一方、
西区画は同一構造、同規模の総柱礎石建ち建物が区画の
なかに左右対称に配置されている。この違いは２つの区
画の性格の差異に由来すると考える。東区画については、
SK19189 から出土した木簡に「近衛」、「衛府」、「衛士」
といった役所および役職名が記されており、これらに関
係した場所であった可能性が考えられる。西区画で検出
された総柱礎石建ち建物は高床式の倉庫と考えられ、そ
の規模は東大寺正倉院宝庫にも匹敵するものである。倉
庫は西区画の東西幅にあわせて建てられていることか
ら、倉庫は西区画のかなり広い範囲に整然と配置されて
いた可能性が高い。このように倉庫が集中する場所は、

図 170　SB19176 北廂柱穴出土の礎板

図 171　礎板木口面の墨線

６　官衙区画について
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宮内では大蔵省や内蔵寮なども考えられるが、平安宮の
建物配置を描いた絵図によれば、朝堂院（八省院）の東
側に「廩院」という区画あり、これは民部省が管轄する
施設で米を貯蔵する倉庫群である（図 172）。西区画と朝
堂院との位置関係からも、ここが「廩院」である可能性
が考えられる。今後、西区画の南北に同様の倉庫が展開
するかどうかの確認が必要となろう。
遺構の変遷　東区画の南北調査区、東西調査区には明確
な整地層が確認できる。今回検出した遺構のほとんどは
この整地層上の遺構だが、南北調査区の南部に位置する
SB19177 と SA19178 は整地層以前の遺構である。
　整地後に建てられた掘立柱建物のうち柱筋が一致する
のは、SB19171 と SB19176 の２棟、SB19173 と SA19174
の２遺構、SB19165、SA19169、SB19170、SB19172 の４
棟である。３組の建物群で SB19171と SB19172、SB19170
と SA19174 の間で重複関係がある。SB19165 を含む４
棟の組がもっとも新しく、それ以前に２組の建物群を位
置づけることができるが、後の２組の前後関係は不明で
ある。
　SB19176 を壊している SK19189、SK19190 から出土
する土器はいずれも平城宮土器Ⅳに属し、SK19189 では�

Ⅰの層から宝亀２年、Ⅲの層から宝亀８年の木簡が出土
していることから、SK19189 は宝亀年間以後の遺構で、
SB19176 はそれ以前の建物である。SB19175 は SK19189
から SK19192 の４基の土坑を埋立て整地したのちに建
てられたもので、奈良時代末以降の建物と考えられる。
　本調査の発掘面積は非常に限られており、遺構間の関
係を把握するには未だ不十分な状態である。しがたって、
ここでは現在確認しうる遺構の前後関係を記述するにと
どめ、時期の設定は今後の調査にゆだねたい。

　本調査では東西にならぶ２つの官衙区画を確認した。
建物の構造から２つの区画は性格のことなる場所である
ことが明らかになった。西区画は倉庫が建ち並ぶ「廩院」
の可能性を指摘したい。今後は南北に調査地をひろげて
倉庫群という想定の当否を確認する必要があろう。
　東区画は数棟の掘立柱建物を確認したが、区画内にお
ける建物配置は未だ不明といわざるを得ない。まずは、
この点の究明が必要であろう。つぎに、この官衙の比
定で鍵を握るのは同区画内で検出した SK19189 である。
ここから出土した木簡は、東区画の官衙でやりとりされ
たものが多数含まれていると予想される。木簡からこの
役所の比定が可能になることを期待したい。
　SK19189 では木屑を焼却したと考えられる炭層を確
認している。廃棄物の明確な焼却を示す土坑は宮内では
初の発見となる。これまで木簡は焼却処分されることは
ないと考えられてきたが、その発想を覆す事例である。
木簡だけでなく宮内の廃棄物処理のあり方を考える上で
も今回の発見は重要なものとなるであろう。
　SK19189 や SK19190 の底部では、籌木をともなう遺
構 SX19196 を検出した。同様の遺構が周辺にまとまっ
て出土している。現在、埋土のサンプルを分析中であり
断定はできないが、ウリの種なども出土しているので、
この遺構に糞が溜まっていたことはおそらく間違いない
であろう。糞溜めか便所かは断定できないが、平城宮内
において糞便を処理した遺構の検出例はこれまでにな
かった。宮内の官衙には常時、多くの役人たちが勤務し
ていたはずで、当然、糞尿の処理場所も存在したはずで
ある。今後、官衙構造を考えるさいにはこうした糞尿処
理場の存在も考慮すべきであろう。　　　� （今井）
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図 172　宮城図（『平城概報 1986』第 ８図を転載）

７　おわりに




